






将来都市像を実現するための本市の都市政策の柱を、「広域県央中核都市づくり」と
「個性と安心の21地域づくり」とします。

　　　　　　　　　　　　　　では、県都としての役割を果たす中で、高次の都市機
能を集積し、サービス業の振興等を図り、市内や山口県央連携都市圏域等に対して高次
の都市機能を提供することで、本市のあらゆる地域に安心して住み続けられるまちづく
りを進め、広域的な経済活力や交流を創出します。

　　　　　　　　　　　　　　では、これまで取り組んできた協働によるまちづくり
のもとで、地域資源を最大限に活用し、市内の21地域の特長や個性を際立たせ、効果的
なネットワークを形成するまちづくりを進めます。同時に、人口減少時代において、人
口規模の小さな集落地域にあっても、一定の生活関連機能が維持・集積されるように、
一定程度の集約を通じた拠点形成とネットワーク化により、暮らしやすい、安心の定住
環境を確保するまちづくりを進めます。

広域県央中核都市づくり

個性と安心の21地域づくり
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（ 2 ）都 市 政 策 の 柱



人口減少と少子化に歯止めをかけ、高齢社会が進展する中にあっても、豊かで安心し
て暮らせるまちづくりを進め、また、交流人口を増やすことで、さらなるまちの豊かさ
や活力につなげていきます。そこで、基本構想の目標年次である令和9年度（2027年度）
におけるまちの姿を、「人口（定住人口）」、「交流人口」、「ふるさと指標」の3つの数値で
表します。

本市の人口は、令和2年国勢調査において約19万4千人となり、今後は、減少局面に
入ることが見込まれ、第二次山口市総合計画の最終年度となる令和9年（2027年）には、
約18万5千人まで減少すると予測しています。こうした中で、平成27年（2015年）10月
に策定した「山口市まち・ひと・しごと創生総合戦略『人口長期ビジョン』」の展望に掲げ
る令和42年（2060年）における人口約17万人を維持するために、諸施策を展開すること
で、令和9年度（2027年度）において、約19万人を維持することを想定します。

また、その年齢構成については、老年人口（65歳以上）比率を30.9%（うち65歳~74
歳が12.3%、75歳以上が18.6%）、生産年齢人口（15歳~64歳）比率を57.1%、年少人
口（0歳~14歳）比率を12.0%と想定します。 
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（ 3 ）数 値によるまちの 姿

1 人口（定住人口） 約19万人

本市の将来人口推計と人口長期ビジョン



人口減少時代にあっても、本市が発展を続けていくためには、経営資源である「人・
モノ・資金・情報」を地域内や市内で循環させるとともに、これらの資源を市外県外から
呼び込むことが重要となることから、交流人口を数値によるまちの姿として表します。

平成20年度（2008年度）に年間約390万人であった交流人口は、平成28年度（2016
年度）に年間約471万人まで増加しました。また、山口県央連携都市圏域の各市町の「ま
ち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく「山口県央連携都市圏域ビジョン」においては、
令和22年（2040年）の将来展望として、圏域全体の交流人口を平成26年度（2014年度）
対比で「倍増」させることとしています。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大による行動制限や外出自粛等により、本市の交流人口は、令和2年度（2020年度）
に年間約304万人まで減少しました。

こうした中で、国全体での観光需要の喚起、県における観光誘客事業の実施、本市に
おける、県との連携のもとでの観光誘客キャンペーンやインバウンド誘客促進の実施、
今後、供用を開始する交流施設等を活用した交流創出事業の展開により、令和9年度

（2027年度）における本市の交流人口を年間600万人と想定します。

本市の交流人口の展望
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2 交流人口 600万人／年

本市の交流人口の展望



定住人口と交流人口の指標により、まちの規模や活力に係る直接的な指標でまちの姿
を共通認識するとともに、新たに、本市で暮らす「豊かさ」を、長期的な視点で指標化し
ます。山口市や地域へのシビックプライド（愛着や誇り）、市民一人ひとりの心の豊さ、
まちの豊かさの各観点をスコア化し、バランスをとって評価します。なお、ふるさと指
標は、平成29年度（2017年度）において、77.4ポイントであり、令和9年度（2027年度）
において、80.0ポイント以上にすることを想定しています。

ま
ち
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト  

20
の
質
問

ふるさと指標（ポイント）

山口市は住みやすい
山口市に愛着がある
山口市には誇れるものがある

 ABCをスコア化

シビックプライド ～ 　 をスコア化A 31

～ 　 をスコア化104

～ 　 をスコア化20

心の豊かさB

まちの豊かさC

1

健康である4
5
6
7
8
9
10

2
3

生きがいを持っている
日常生活において経済的不安が少ない
困ったときに頼れる人がいる
社会のために役立ちたいと思う
新しいことにチャレンジしたい
自分らしく過ごせる居場所がある

11 子どもを安心して生み育てられる環境がある
12 医療や福祉が充実している
13 文化、芸術、歴史に触れたり、スポーツや学習をする機会に恵まれている
14 犯罪や事故、災害への不安が小さい
海や山などの自然に恵まれている15
働きやすく、生活とのバランスがとりやすいまち16
日常生活において買い物や移動手段に不便していない17
まちづくりに参加できる環境がある18
多様性が受け入れられた人権が尊重されたまち19
公共施設が利用しやすい20

「これが私のふるさとだ」を
表す指標

市民の幸福感を
把握する指標

山口市の豊かさや、
市民の幸福感を
高める取組に
関する指標

「まちの豊かさ」を高めることで、
市民の「心の豊かさ」を高めていく

11

山口市
Well-being
指標
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3 ふるさと指標  ～豊かさの指標～ 80.0ポイント以上



令和9年度（2027年度）における将来都市像を具現化するため、5つの政策グループに
分けて、5年後の目指すまちの姿を表しています。

・子どもや若い世代の人口が大きく減少する中、本市が将来にわたって活力あるまちであり続けるために、誰も
がその希望に応じて、安心して結婚、妊娠・出産、子育てができる環境がつくられています。

・市民一人ひとりが、自分の健康は自らが守るという基本的な考え方のもとで、健康づくりに取り組んでい
ます。また、適切な医療が受けられる体制が構築されています。

・高齢者が、住み慣れた地域で生涯にわたって活躍し、安心して暮らし続けられています。また、支援が必要な
場合には、適切なサービスが提供され、家庭や地域の支えがあります。

・障がい者が、生活の質や社会参加できる環境が確保された中で、地域と共に、安心して自立した生活ができて
います。

・市民一人ひとりが、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、自らの地域で互いに支えあうという意識を高
め、実践しています。

・社会保障や福祉サービス等が持続可能なかたちで効果的に提供されています。

・子どもたちが、社会の中で自分らしく幸せに生きるために、本物の学力※、豊かな心、健やかな体を身につけ
ています。

・大学等との連携により、地域資源を生かした学びの環境づくりが進み、あらゆる世代の市民が生涯を通して学
び、学んだことを生かす活動を通じて家族や地域等と関わりながら、生きがいを持って暮らしています。

・多くの市民が、地域の文化・芸術・歴史等に触れ、誇りや愛着を持っています。
・スポーツを「する」・「みる」・「ささえる」の視点で、「ひとづくり」や「地域づくり」が進められており、スポー

ツを通じた豊かな暮らしや、まちの活力が生まれています。
・様々な分野で国際交流が進んでいます。

※知識・技能や思考力・判断力・表現力だけでなく、自己肯定感や自己有用感、学びに向かう力、他者と協働
する力、自己決定力などの、いわゆる非認知能力も重視した本市独自の学力観のこと。

・様々な災害に対応するため、ハード・ソフト両面からの防災対策が進み、安心して暮らせるまちづくりが進ん
でいます。

・消防・救急体制が充実し、地域との連携で、総合的な防災力が高まっています。
・交通事故や犯罪がなく、市民一人ひとりが安全で安心して暮らしています。
・市民生活や経済活動を支える安全な水道水が安定供給されています。
・適切な汚水処理により、水質が改善され、衛生的な水環境が保全されています。
・豊かな自然環境が保全されるとともに、衛生的な生活環境になっています。
・地域の特性により、活力があり、調和が取れた、コンパクトなまちになっています。
・地域を結ぶ道路交通網が整い、適切な維持管理がされ、目的地まで快適に移動することができます。
・市民の生活を支え、交流を促す公共交通が整っています。
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目 指 す ま ち の 姿 　2

あらゆる世代が   健やかに暮らせるまち
政 策 グ ル ー プ 1  子 育 て ・ 健 康 福 祉1

学び  育み  暮らしを楽しむまち
政 策 グ ル ー プ 2  教 育 ・ 文 化 ・ ス ポ ー ツ2

安全安心で  快適に暮らせるまち
政 策 グ ル ー プ 3  安 全 安 心 ・ 環 境 ・ 都 市3



・地域の多彩な観光資源を組み合わせることで、地域間や他分野との交流が進み、新たなひとの流れを創出する
観光によるまちづくりが行われています。

・市民の多くが就業する商工業やサービス業等において、起業創業、事業承継、事業拡大、企業誘致や新たな
投資が進み、更なる雇用が創出されています。また、都市機能の集積や充実が図られ、賑わいが創出されて
います。

・中山間地域や南部地域を中心に、地域の特性を生かした農林業の振興が図られ、担い手の育成や経営基盤の確
立が進んでいます。　

・豊かな水産資源を守りながら、海や川の豊かな恵みを生かした水産業の振興が図られています。
・若者、女性、障がい者等が、能力と希望に応じた就労を実現し、市内事業者の人材確保が促進されています。

また、働き方の改革等により、働きやすい職場づくりが進んでいます。

・地域の課題が地域住民の間で共有され、地域活動や市民活動等、地域住民の主体的な活動が活発に行われ、ま
た、安心して暮らせる日常生活圏※が形成されており、地域での豊かな暮らしが確保されています。

・まちづくりに対する市民の参加意欲を高める市政運営や仕組みづくりが進んでいます。
・一人ひとりの人権が大切にされるとともに、職場・家庭・地域における男女共同参画が一層進み、地域社会の

創造性が高まり、働き方等も多様化しています。
・行政資源の的確な配分・活用のもとで、行政経営が計画的かつ健全に行われ、市民サービスが向上してい

ます。
・市民の信頼に応えた市民サービスが公平、確実に提供され、市民満足度が向上しています。

 ※ 日常生活に必要な機能・サービス等が一定程度集積・確保されているエリア

1 2 3 4 5
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地域の魅力があふれる  産業と観光のまち
政 策 グ ル ー プ 4  産 業 ・ 観 光4

市民と共に創る  自立したまち
政 策 グ ル ー プ 5  協 働 ・ 行 政5



限られた資源の集中的で効率的な利活用を通じて、地域の個性を生かしたまちづく
りの展開や課題への対応等を進めていくために、中心的な都市拠点や地域拠点等におい
て、それぞれの個性や特長に応じた諸機能が集積・集約される「まとまり」と、こうした
拠点間において、それぞれの役割分担のもとで連携・補完を図るネットワークが構築さ
れる「つながり」を形成する「重層的コンパクトシティ 」を目指すべき都市構造とします。

重層的コンパクトシティにおける「まとまり」と「つながり」の形成により、本市のあ
らゆる地域において、日常的な生活に必要な諸機能から高次の都市機能までが将来にわ
たって享受でき、同時に、多様な個性を有する各地域が主体的に連携し、多様な「人・モ
ノ・資金・情報」が活発に交流し、デジタル技術の活用や地域脱炭素の取組も進めなが
ら、更なる価値創造や経済循環を図る「好影響・好循環」の対流型のまちづくりを進め、
本市全体の発展を目指します。

防府都市核防府都市核

好影響・好循環

宇部都市核

小郡都市核

山口都市核
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目 指 す べ き 都 市 構 造 等3

重層的コンパクトシティ
～好影響・好循環のまち～



現在の土地利用状況や地勢的特徴に応じて、「都市的な土地利用」と、「自然環境と共
生した土地利用」を図ります。都市的な土地利用を図るエリアと自然環境と共生した土
地利用を図るエリアは、それぞれが分離して成立するものではなく、相互に支えあい、
重層的な連携と補完を図るものであり、本市全体として、更なる価値や魅力の創造、持
続的な発展を可能とする土地利用を推進します。

山口都市核や小郡都市核を中心とした都市拠点の既成市街地等においては、将来にわ
たる人口減少局面においても、市街地の適正な規模を維持し、柔軟な土地利用を進めま
す。市街地の特性と役割に応じた都市機能や居住の誘導を中長期的に進め、近隣都市を
含む広域的な経済活動や暮らしを支える高次の都市機能が集積した、質の高い空間を形
成します。

都市的な土地利用を図るエリアを除く都市計画区域内においては、現在の住宅地・商
業地・工業地・農地等の土地利用状況を踏まえ、都市機能や市街地の拡散を抑制、集約
し、周辺環境と調和のとれたまちづくりを進めます。また、都市計画区域外において
は、農山村等における居住地域の個性や暮らし、豊かな自然の恵みを生かした生産機
能、国土保全等の多面的機能を保全し、支え続けることが可能となるよう、生活機能や
公益的機能を有する、自然環境と共生した質の高い空間を形成します。

防府都市核防府都市核

好影響・好循環

宇部都市核

小郡都市核

山口都市核
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（ 1 ）土 地 利 用

都市的な土地利用1

自然環境と共生した土地利用2



 地域の特性に応じて、生活関連機能の複合的な集約化を図り、地域内外の「人・モノ・
資金・情報」の流れを集中的に結節することで、市内のあらゆる地域に住み続けること
が可能となる、暮らしを守る拠点を構築します。

山口都市核と小郡都市核の2つの都市核を中心とした都市拠点では、人口減少時代に
あっても、県央部等における圏域全体の経済成長をけん引し、生活関連機能サービスを
向上することが可能となる高次の都市機能の集積・強化を図っていきます。互いの都市
核の特性に応じて、それぞれの都市核の個性を際立たせ、連携やネットワーク化により
都市拠点の一体感が図られ、本市全体として活力が向上する都市拠点を構築します。

山口都市核は、長い歴史の中で積み重ねてきた行政、文化、教育、商業、観光等の
都市の特性や既存ストックをより高めます。また、小郡都市核については、新山口駅や
周辺市街地を中心に、県全体の玄関にふさわしい、交通結節やアクセス機能の強化を図
り、新たな交流や広域的な経済の拠点としての都市空間を形成します。都市核づくりに
おいては、防災面や周辺の土地利用と調和した、高密な都市空間を形成します。

31

Ⅱ
基
本
構
想

（ 2 ）拠 点

都市拠点1



地域交流センターを中心に、生活関連機能が集積する地域拠点では、市内21地域ごと
の地域づくり機能や交流機能の中心的な役割を担い、地域の特性と役割分担に応じて、
一定の都市機能の維持・集積や、周辺の生活拠点を支える機能の集積を図っていきま
す。また、総合支所・地域交流センターを中心とした日常生活圏に必要な機能の強化や
複合化を進め、地域のことは地域で解決する山口らしい地域内分権を確立します。

地域交流センター分館等を中心に、一定の生活関連機能が維持・集積されている生
活拠点では、集落内外とのネットワークのもとで、実情に応じて、日常生活に必要な機
能を複合的に組み合わせ、小規模分散型の居住地域の暮らしを守る役割を担っていきま
す。市内21地域の地域拠点の構築を基本としながら、地域の実情や産業構造等を踏まえ
た、総合的、複合的な生活拠点の構築を進めます。
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地域拠点2

生活拠点3



道路、公共交通、情報通信等のネットワーク機能の充実を図ることにより、拠点と市
外、拠点と拠点、拠点と居住地域等を結び、それぞれの間の移動や交流を支える、複合
的なネットワーク機能を構築します。

市内外の広域的な移動、交流、連携・補完を支えるネットワークの整備促進と利便性
の維持・向上を図ります。

各拠点間の移動、交流、連携・補完を支えるネットワークの整備促進や再構築、利便
性の維持・向上を図ります。都市機能や居住の誘導を中長期的に進めるエリア内におい
ては、歩行空間や自転車利用環境の整備を含めたネットワークの整備促進と利便性の維
持・向上を図ります。

地域拠点間や生活拠点と集落との間において、移動や交流を支えるネットワークを、
複合的に、持続可能なかたちで確保・再構築します。

33

Ⅱ
基
本
構
想

（ 3 ）ネットワーク機 能

広域ネットワーク1

拠点間ネットワーク2

地域ネットワーク3




